
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  送信側クリーンルームから受信側クリー
ンルームに気送管が延長され該気送管の中に気送搬送物
を投入して前記受信側クリーンルームで該気送搬送物を
受信するクリーンルーム間の搬送システムであって、
前記気送管に配設され前記気送搬送物の送信開始と受信
終了の際に前記気送管の内部の空気を低風量で吸引する
排風手段を具備することを特徴とするクリーンルーム間
の搬送システム。
【請求項２】  前記送信側クリーンルームの外部に配設
され前記気送管に設けられた空気取入口を具備する請求
項１に記載のクリーンルーム間の搬送システム。
【請求項３】  前記空気取入口は、前記送信側クリーン
ルームより清浄度の低いクリーンルームに配設された請
求項２に記載のクリーンルーム間の搬送システム。

【請求項４】  前記気送搬送物を受信する前の所定範囲
で垂下して前記気送管の部分に設けられ、前記気送搬送
物を取り出す搬送物取出口に近づくに従って内径が漸減
される速度減速部を具備する請求項１に記載のクリーン
ルーム間の搬送システム。
【請求項５】  送信側クリーンルームから受信側クリー
ンルームに気送管が延長され該気送管の中に気送搬送物
を投入して前記受信側クリーンルームに該気送搬送物を
搬送するクリーンルーム間の搬送システムであって、
前記気送搬送物を受信する前の所定範囲で垂下して配設
されている前記気送管の部分に、前記気送搬送物を取り
出す搬送物取出口に近づくに従って内径が漸減される速
度減速部を形成したことを特徴とするクリーンルーム間
の搬送システム。
【請求項６】  前記内径の漸減は、テーパ状に漸減する
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形状とした請求項５に記載のクリーンルーム間の搬送シ
ステム。
【請求項７】  前記内径の漸減は、階段状又は段階的に
漸減する形状とした請求項５に記載のクリーンルーム間
の搬送システム。
【請求項８】  送信側クリーンルームから気送搬送物を
送出するときは気送管の内部の空気を排風手段により低
風量で吸引してから、搬送物投入口を開口して前記気送
搬送物を前記気送管に投入し、この後、前記搬送物投入
口を閉塞して前記送信側クリーンルームの外部に配設さ
れた前記気送管の空気取入口から前記排風手段により高
風量で前記気送管を介して空気を吸引して前記気送搬送
物を受信側クリーンルームで受信し、受信後に前記排風
手段を低風量に切り替えてから搬送物取出口を開口して
前記搬送物を取り出すことを特徴とするクリーンルーム
間の搬送方法。
【請求項９】  前記空気取入口は、前記送信側クリーン
ルームより清浄度の低いクリーンルーム内の気送管に設
けられた請求項８に記載のクリーンルーム間の搬送方
法。
【請求項１０】  前記気送搬送物を受信する前の所定範
囲で垂下して配設されている前記気送管は、前記搬送物
取出口に近づくに従って内径が漸減されるように形成さ
れた請求項８に記載のクリーンルーム間の搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、クリーンルーム相
互間で気送管を用いて気送搬送物を受信するクリーンル
ーム間の搬送システム及びその搬送方法に係り、特にク
リーンルーム内の空気を乱すことなく、気送管からの発
塵を防止し、安定に気送搬送物を搬送するように改良さ
れた搬送システム及びその搬送方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来のクリーンルーム相互間で気送管を
用いて、容器、試薬ビンなどの気送搬送物を送受する構
成は、病院とか半導体工場などで使用されるが、これは
例えば図６に示すような受信方式が知られている。
【０００３】このような場所で、高度なクリーン度を要
求するクリーンルームは、このクリーンルーム内の空気
の流れを整流して層流状態にすることが多く、この層流
状態では、例えば０．５ｍ／ｓ程度の低風速で室内を空
気が移動している。
【０００４】図６はこのようなクリーンルームの例であ
り、送信側クリーンルーム１０は高清浄度のクリーンル
ームであり、これに隣接してこの送信側クリーンルーム
１０よりは清浄度の低い低清浄度のクリーンルーム１１
が設けられている。
【０００５】送信側クリーンルーム１０の一方の壁には
フイルタ１０ａ、１０ｂ，１０ｃが配設され、これらの
フイルタ１０ａ～１０ｃには外部から空気Ａを取り入れ

ながら空調機１２から配管１３を介して清浄な空気が流
れ、送信側クリーンルーム１０の内部が層流状態になる
ように空気が取り込まれる。
【０００６】また、クリーンルーム１１には、送信側ク
リーンルーム１０から隔壁９を介して空気が取り込まれ
るので、清浄度は送信側クリーンルーム１０よりは低く
なっている。このクリーンルーム１１を通過した空気は
配管１４を介して空調機１２にリターンされるが、空調
機１２はこれを取り入れて再び配管１３に送出する動作
を繰り返して空気を循環している。
【０００７】送信側クリーンルーム１０の内部には、気
送管１５がクリーンルーム１１を経由して導入され、そ
の端部には搬送物投入口１６が設けられているが、この
搬送物投入口１６は気送管１５に固定されたフランジ１
６ａと、一端をピン１６ｂとして回動してフランジ１６
ａを覆う回動蓋１６ｃなどで構成されている。
【０００８】気送管１５の受信側クリーンルーム１７の
近傍には、気送管１５が垂直に垂下する垂直部１５ａと
なっており、その上にサクションポート１５ｂが形成さ
れている。
【０００９】このサクションポート１５ｂからは空気管
１８が気送管１５から分岐して導出されて遠方に配設さ
れた排風機１９に接続され、排気が排気管２０から大気
に放出されるが、この排風機１９はインバータ２１に印
加される制御信号Ｓ１によりケーブル２２を介して吸引
風量が制御される。
【００１０】また、受信側クリーンルーム１７に気送管
１５が導入される直前の垂直部１５ａでは気送搬送物２
３が落下するが、途中に段部１５ｃにより内径を急減さ
せて狭ばめ気送搬送物２３の落下速度を減速させる速度
減速部１５ｄが形成され、この速度減速部１５ｄは搬送
物取出口２４のフランジ２４ａに接続されている。
【００１１】このフランジ２４ａに対向して取出蓋２５
が配設されており、この取出蓋２５はエアシリンダ２６
により速度減速部１５ｄと同方向に移動できるように操
作され、フランジ２４ａとの開閉がなされる。
【００１２】受信側クリーンルーム１７は、その一方の
壁にはフイルタ１７ａ、１７ｂ，１７ｃが配設され、こ
れらのフイルタ１７ａ～１７ｃには外部から空気Ｂを取
り入れながら空調機２７から配管２８を介して清浄な空
気を流し、内部が層流状態になるように取り込まれる。
【００１３】受信側クリーンルーム１７を通過した空気
は、配管２９を介して空調機２７にリターンされるが、
空調機２７はこれを取り入れて再び配管２８に送出する
動作を繰り返して空気を循環している。
【００１４】以上の構成により、送信側クリーンルーム
１０から受信側クリーンルーム１７に気送管１５を介し
て気送搬送物２３を搬送する場合には、回動蓋１６ｃを
ピン１６ｂを支点として回動してフランジ１６ａから横
にずらして気送管１５の搬送物投入口１６を開口して、
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気送搬送物２３を投入し、排風機１９を動作させて、搬
送物投入口１６から送信側クリーンルーム１０内の空気
を吸引して気送搬送物２３を搬送する。
【００１５】気送搬送物２３は、サクションポート１５
ｂまで排風機１９による吸引により搬送され、この後
は、垂直部１５ａと速度減速部１５ｄを経由して落下
し、搬送物取出口２４でフランジ２４ａに対して取出蓋
２５を下方にエアシリンダ２６によりずらして気送搬送
物２３を受信側クリーンルーム１７で受け取る。
【００１６】この場合の気送搬送物２３の搬送物取出口
２４の近傍における動作についてさらに説明する。一般
に、気送搬送物２３を落下させて受信する場合には、図
７に示すように、サクションポート１５ｂの下流側の速
度減速部１５ｄの内径Ｄ1 を、気送搬送物２３の外径Ｄ2

 にできるだけ近づけることにより、気送搬送物２３の
落下速度を順次、減速させ、受信時の衝撃を少なくする
ようにしている。
【００１７】例えば、図８に示すように、気送搬送物２
３に働く差圧による上向きの力Ｆは、気送搬送物２３の
前端における空気圧をＰF  、気送搬送物２３の後端にお
ける空気圧をＰL 、とすれば、
Ｆ＝（ＰF －ＰL ）πＤ2

2
／４          ……（１）

で示される。
【００１８】この場合の力Ｆと、気送搬送物２３の外径
Ｄ2 と、速度減速部１５ｄの内径Ｄ1 、及び気送搬送物２
３の速度ｖとの関係は、横軸に速度ｖを、縦軸に力Ｆ
を、（Ｄ2 ／Ｄ1 ）をパラメータにとって定性的に示す
と、図９に示すように、同一の速度ｖ0 に対してパラメ
ータ（Ｄ2 ／Ｄ1 ）の変化により気送搬送物２３に働く力
が、例えば（Ｄ2 ／Ｄ1 ）＝０．７５のときに力ＦがＦ1

であったものが、０．８、０．９、０．９５とパラメー
タを大きくするに従って力Ｆが大きくなり、０．９５で
はＦ2 （＞Ｆ1 ）になり、力Ｆが急速に増加する傾向を示
している。
【００１９】このようにパラメータ（Ｄ2 ／Ｄ1 ）の値を
調節して、気送搬送物２３に働く力を増加させて減速さ
せることが出来るが、このように減速させるのは、気送
搬送物２３として搬送するものの中には、例えば気送子
と称する内部に各種の搬送物を入れる容器を気送する場
合の他、クリーンルーム内で薬品が調合されて封入され
たガラス製の試薬ビンなどをそのまま気送搬送物２３と
して気送する場合、或いは、試薬ビンにサイクロトロン
などで照射して速やかに患者室に気送しこれを用いて患
者に注射を施す場合などがあり、これらを受信するとき
の衝撃によりこれらの容器あるいは試薬ビンを破損する
場合があるからである。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の
ようなクリーンルーム間の搬送システム及びその搬送方
法にはいくつかの問題点が存在する。

【００２１】第１に、気送搬送物２３の気送の際には送
信側クリーンルーム１０内に配設されている搬送物投入
口１６は気送が終了するまで、開口状態が維持され、気
送のための空気も送信側クリーンルーム１０内から吸引
しており、このときの搬送物投入口１６の近傍の風速は
７～８ｍ／ｓにも及ぶので、送信側クリーンルーム１０
内が層流状態にある空気の流れを乱すこととなる。
【００２２】そこで、送信側クリーンルーム１０内から
気送のための空気を直接吸引しないように構成したとし
ても、気送の際には気送搬送物２３を気送管１５の中に
挿入しなければならず、また気送搬送物２３を受け取る
ときにも気送管１５から気送搬送物２３を取り出さなけ
ればならず、このため受信側クリーンルーム１７内の空
気と気送管１５内の空気とが導通状態になり、気送管１
５内に蓄積された微粒子の塵が受信側クリーンルーム１
７内に飛散するおそれが生じる。
【００２３】第２に、受信側クリーンルーム１７内で気
送搬送物２３を受け取る際に、速度減速部１５ｄを介し
て気送搬送物２３が落下して取出口２４で取り出される
が、この場合の減速効果を高めようとパラメータ（Ｄ2

／Ｄ1 ）の値を１に近づけ過ぎると、図９に示す特性図
からもわかるように、過大な力Ｆが発生して、気送搬送
物２３が速度減速部１５ｄに進入した途端に跳ね返され
て気送搬送物２３を受信することができないという危険
性がある。
【００２４】
【課題を解決するための手段】本発明は、以上の課題を
解決するためのクリーンルーム間の搬送システムの第１
の構成として、送信側クリーンルームから受信側クリー
ンルームに気送管が延長され該気送管の中に気送搬送物
を投入して前記受信側クリーンルームで該気送搬送物を
受信するクリーンルーム間の搬送システムであって、前
記気送管に配設され前記気送搬送物の送信開始と受信終
了の際に前記気送管の内部の空気を低風量で吸引する排
風手段を具備するようにしたものである。
【００２５】さらに、本発明は、以上の課題を解決する
ためのクリーンルーム間の搬送システムの第２の構成と
して、送信側クリーンルームから受信側クリーンルーム
に気送管が延長され該気送管の中に気送搬送物を投入し
て前記受信側クリーンルームに該気送搬送物を搬送する
クリーンルーム間の搬送システムであって、 前記気送
搬送物を受信する前の所定範囲で垂下して配設されてい
る前記気送管の部分に、前記気送搬送物を取り出す搬送
物取出口に近づくに従って内径が漸減される速度減速部
を形成するようにしたものである。
【００２６】また、本発明は、以上の課題を解決するた
めのクリーンルーム間の搬送方法の構成として、送信側
クリーンルームから気送搬送物を送出するときは気送管
の内部の空気を排風手段により低風量で吸引してから、
搬送物投入口を開口して前記気送搬送物を前記気送管に
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投入し、この後、前記搬送物投入口を閉塞して前記送信
側クリーンルームの外部に配設された前記気送管の空気
取入口から前記排風手段により高風量で前記気送管を介
して空気を吸引して前記気送搬送物を受信側クリーンル
ームで受信し、受信後に前記排風手段を低風量に切り替
えてから搬送物取出口を開口して前記搬送物を取り出す
ようにしたものである。
【００２７】以上の本発明に係るクリーンルーム間の搬
送システムの第１の構成によれば、搬送物投入口或いは
搬送物取出口をそれぞれ開口する前に排風手段により低
風量で気送管内に吸引するようにしたので、気送管内に
ある微粒子が低風速の空気流により気送管内から送信側
クリーンルーム或いは受信側クリーンルームに発塵する
のを防止することができる。
【００２８】さらに、搬送物投入口或いは搬送物取出口
の開口に当たっては、低風速で吸引するので、送信側ク
リーンルーム及び受信側クリーンルームのそれぞれの内
部の空気の流れ自体を大きく乱すことがなく、全体とし
てクリーンルーム内の清浄度を良好に維持することがで
きる。
【００２９】また、本発明に係るクリーンルーム間の搬
送システムの第２の構成によれば、気送搬送物を受信す
る前の所定範囲で垂下して配設されている気送管の部分
に、気送搬送物を取り出す搬送物取出口に従って内径が
漸減される速度減速部を設けたので、気送搬送物が速度
減速部に進入した途端に跳ね返えされることを防止する
ことができ、さらに気送搬送物が衝撃により破損する危
険も避けることができる。
【００３０】さらに、本発明に係るクリーンルーム間の
搬送方法によれば、低風量運転の際には空気取入口から
空気が取り入れられるので、低風量運転時において気送
管内の真空圧の上昇が抑えられ、搬送物投入口を開口す
る際には、開口した瞬間に流れ込む空気流の量を制限す
ることができ、クリーンルーム内の空気流に乱れが生じ
るのを防ぐことができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係るクリーンルー
ム間の搬送システム及びその搬送方法の実施の形態につ
いて図を用いて説明する。図１は本発明の実施の１形態
を略示的に示した全体構成図である。なお、理解を容易
にするため従来のクリーンルーム間の搬送システムと同
一部分には同一の符号を付して説明する。
【００３２】送信側クリーンルーム１０は高清浄度のク
リーンルームであり、これに隣接してこのクリーンルー
ム１０よりは清浄度の低い低清浄度のクリーンルーム１
１が設けられている。そして、送信側クリーンルーム１
０の一方の壁にはフイルタ１０ａ、１０ｂ，１０ｃが配
設され、これらのフイルタ１０ａ～１０ｃには外部から
空気Ａを取り入れながら空調機１２から配管１３を介し
て清浄な空気が流れ、送信側クリーンルーム１０の内部

が層流状態になるように取り込まれる。
【００３３】このような高清浄度の送信側クリーンルー
ム１０、低清浄度のクリーンルーム１１或いは受信側ク
リーンルーム１７は、ルーム、つまり部屋という形をと
る大きいものからボックスと呼ばれる中程度のもの、或
いはセルとして呼ばれる小さいもの、さらには部屋の一
部に設けられているものまで各種のものが存在するが、
クリーンルームという概念には、これらのものがすべて
含まれる。
【００３４】また、クリーンルーム１１には、送信側ク
リーンルーム１０から隔壁９を介して空気が取り込まれ
るので、清浄度は送信側クリーンルーム１０よりは低く
なっている。このクリーンルーム１１を通過した空気は
配管１４を介して空調機１２にリターンされるが、空調
機１２はこれを取り入れて再び配管１３に送出する動作
を繰り返して空気を循環している。
【００３５】高清浄度の送信側クリーンルーム１０の内
部には、気送管３０が低清浄度のクリーンルーム１１を
経由して外部に導出されているが、送信側クリーンルー
ム１０側の端部には搬送物投入口３１が設けられてい
る。
【００３６】この搬送物投入口３１は、気送管３０に固
定されたフランジ３０ａと、フランジ３０ａを覆う例え
ば扇形状の回動蓋３２などで構成されており、図２に示
すように、回動蓋３２はその端部に設けられたピン３０
ｂを支点として回動してフランジ３０ａに接続されてい
る気送管３０を開口させるが、閉止のときはフランジ３
０ａと回動蓋３２との間は気密が保持されて閉じられ、
搬送物投入口３１は完全密閉される。
【００３７】そして、回動蓋３２の回動は、回動蓋３２
の他の端部近傍に設けられた操作点３２ａに回動可能な
ように接続された空気シリンダ３３のピストン３３ａの
往復運動により行われる。
【００３８】この回動蓋３２には、図２に示すように、
例えばマイクロスイッチ３４ａが点線で示す回動蓋３２
の開口端で接するように配設されており、このマイクロ
スイッチ３４ａにより気送管３０が開口したことを検知
し、またマイクロスイッチ３４ｂは実線で示す回動蓋３
２の閉止端で接するように配設されており、このマイク
ロスイッチ３４ｂにより気送管３０が閉止したことを検
知する。
【００３９】この回動蓋３２は、常時は気送管３０のフ
ランジ３０ａとで、送信側クリーンルーム１０と気送管
３０との気密を保持しているが、気送搬送物２３を搬送
する際にのみ空気シリンダ３３のピストン３３ａにより
開口される。
【００４０】搬送物投入口３１のフランジ３０ａの下方
に位置する気送管３０には、気送搬送物２３の投入を検
知するためのフオトセンサ３５が配設され、さらにクリ
ーンルーム１１の内部に配設されている気送管３０に
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は、クリーンルーム１１内の空気を気送搬送物２３を搬
送するに足る高風量で取り込む空気取入口３６が設けら
れている。
【００４１】このように空気取入口３６を設けることに
より、排風機１９が低速運転のときの気送管３０の内部
の真空圧の上昇を抑え、搬送物投入口３１或いは搬送物
取出口３８が開口した瞬間の空気流の量を制限すること
ができ、送信側クリーンルーム１０或いは受信側クリー
ンルーム１７の空気流の乱れを防ぎながら気送管３０内
からの発塵を防止することができる。
【００４２】一般に、排風機１９の風量風圧特性曲線
は、横軸に真空圧Ｐ、縦軸に風量Ｑをとると、回転数が
同一であれば真空圧Ｐが増加するに従って風量Ｑが低下
する特性を持っている。
【００４３】もし、空気取入口３６を設けなければ、排
風機１９が図３に示す低回転数である回転数ｎ3 で回転
していたとしても、排風機１９の起動後も一定時間内に
気送管３０内は大気圧から真空圧Ｐ3 、真空圧Ｐ1 とたど
って真空圧Ｐ0 まで真空度（Ｐ0 （ａｂｓ）＜Ｐ1 （ａｂ
ｓ）＜Ｐ3 （ａｂｓ））が高まり、搬送物投入口３１或
いは搬送物取出口３８を開口したときには、その真空度
に対応する大風量が送信側クリーンルーム１０或いは受
信側クリーンルーム１７から気送管３０の内部に吸引さ
れることとなる。
【００４４】しかし、空気取入口３６を設けると、この
空気取入口３６から風量Ｑ3 の空気が取り込まれるの
で、回転数ｎ3 で回転していたとしても、回転数ｎ3 に対
応する真空圧である真空圧Ｐ3 となり、これ以上の真空
圧になることはない。
【００４５】なお、空気取入口３６から取り入れる風量
Ｑを、Ｑ3 ＜Ｑ2 ＜Ｑ1 と増加させてやれば、回転数ｎを
ｎ3 ＜ｎ2 ＜ｎ1 と増やしても、真空圧Ｐは真空圧Ｐ1 と一
定となり、気送管３０内の真空圧は一定以上にはならな
い。
【００４６】一方、気送管３０の受信側クリーンルーム
１７の近傍には、気送管３０が垂直に垂下する垂直部３
０ａとなっており、この途中にサクションポート３０ｂ
が形成されている。
【００４７】このサクションポート３０ｂからは空気管
１８が気送管３０から分岐して導出されて排風機１９に
接続され、排気が排気管２０から放出されるが、この排
風機１９はインバータ３７に印加される制御信号Ｓ１、
Ｓ２によりケーブル２２を介して吸引風量が制御され
る。
【００４８】インバータ３７は、排風機１９の回転数を
変える機能を有し、高速運転を指示する制御信号Ｓ１が
入力されれば、排風機１９を高速回転させて気送管３０
の中の空気を気送搬送物２３を搬送するに必要な強さで
吸引する。
【００４９】また、低速運転を指示する制御信号Ｓ２が

入力されれば、排風機１９を低速回転させて気送管３０
の中の空気を低風量で吸引するが、この場合の低風量と
は気送搬送物２３の気送には不十分な風量であって乱流
域から層流域までの風量をいう。
【００５０】また、サクションポート３０ｂの下流であ
って受信側クリーンルーム１７に気送管３０が導入され
る直前の垂直部３０ａでは気送搬送物２３が落下する
が、途中から内径をテーパ状に狭ばめて気送搬送物２３
の落下速度を減速させる速度減速部３０ｄが形成されて
おり、この速度減速部３０ｄは搬送物取出口３８のフラ
ンジ３８ａに接続されている。
【００５１】このテーパ状の速度減速部３０ｄは、気送
搬送物２３の落下方向に沿って気送管３０の内径を、パ
ラメータ（Ｄ2 ／Ｄ1 ）が気送搬送物２３の落下につれて
１に近づけるように順次に細く形成してあり、これによ
り速度減速部３０ｄでの気送搬送物２３の跳ね返りを防
止しながら、気送搬送物２３の落下速度を安全確実に最
大限に減速させることができる。
【００５２】なお、速度減速部は、図１に示す実施態様
ではテーパ状に形成したが、これに限られず、例えば、
図４に示すように、気送搬送物２３が下流に落下するに
従って段階的に気送管３０の内径が細くなるような階段
状の形状とした速度減速部３０ｅとしてもよい。
【００５３】このフランジ３８ａに対向して取出蓋３９
が配設されており、この取出蓋３９はエアシリンダ４０
により上下方向に操作され、フランジ３８ａとの開閉が
なされる。
【００５４】搬送物取出口３８は、常時はフランジ３８
ａと取出蓋３９とで気密が保持されているが、気送搬送
物２３を取り出すときのみ取出蓋３９がエアシリンダ４
０により下降され、気送管３０が受信側クリーンルーム
１７に開口する。
【００５５】なお、このフランジ３８ａの近傍の速度減
速部３０ｄ、ないしはその近傍には気送搬送物２３が到
達したか否かを検知するための例えばフオトセンサ４１
などが配設されている。
【００５６】また、受信側クリーンルーム１７は、その
一方の壁にはフイルタ１７ａ、１７ｂ，１７ｃが配設さ
れ、これらのフイルタ１７ａ～１７ｃには外部から空気
Ｂを取り入れながら空調機２７から配管２８を介して清
浄な空気を流し、内部が層流状態になるように取り込ま
れる。
【００５７】受信側クリーンルーム１７を通過した空気
は、配管２９を介して空調機２７にリターンされるが、
空調機２７はこれを取り入れて再び配管２８に送出する
動作を繰り返して空気を循環している。
【００５８】搬送物投入口３１側では、図１に示すよう
に、フオトセンサ３５から気送搬送物２３の投入を検知
するための投入検知信号ＳＩが、また搬送物取出口３８
側では、フオトセンサ４１から気送搬送物２３が到達し
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たか否かを検知する到達検知信号ＳＯがそれぞれ出力さ
れている。
【００５９】また、回動蓋３２の開口端に設けられたマ
イクロスイッチ３４ａからは、図２に示すように、気送
管３０が開口したことを検知する接点信号ＭＯが、回動
蓋３２の閉止端に設けられたマイクロスイッチ３４ｂか
らは気送管３０が閉止したことを検知する接点信号ＭＳ
がそれぞれ出力されている。
【００６０】そして、これらの投入検知信号ＳＩ、到達
検知信号ＳＯ、接点信号ＭＯ、および接点信号ＭＳは、
すべてコントローラ４２に出力され、一方コントローラ
４２からは、回動蓋３２を回動させるための空気シリン
ダ３３の操作信号ＲＳと、取出蓋３９を上下させるため
にエアシリンダ４０を駆動する操作信号ＡＳとを出力す
る。
【００６１】このコントローラ４２には、送信側クリー
ンルーム１０から受信側クリーンルーム１７に気送搬送
物２３を気送するために必要なシーケンスプログラムが
内蔵されており、後述するように、インターフエイスの
一部として機能する気送要求端ＴＭからの気送要求によ
り、搭載されているマイクロコンピュータによりこれら
のプログラムが実行され、一連の気送運転が行われる。
【００６２】次に、以上のように構成された本発明に係
るクリーンルーム間の搬送システムにおいて気送搬送物
２３を気送により搬送する搬送方法について、図５に示
すフローチャート図を用いて説明する。
【００６３】まず、ステップＳＴ１においてコントロー
ラ４２のインターフエイスである気送要求端ＴＭに気送
要求を出し、これによりステップＳＴ２ではコントロー
ラ４２がインバータ３７に排風機１９が低速運転するこ
とを指示する制御信号Ｓ２を出力して、排風機１９の低
風量運転を開始させる。
【００６４】この後、コントローラ４２は、ステップＳ
Ｔ３において、搬送物投入口３１が完全に開口したか否
かを図２に示すマイクロスイッチ３４ａから出力される
接点信号ＭＯを監視することにより検知する。
【００６５】コントローラ４２が、開口したとの接点信
号ＭＯを検知したときは、ステップＳＴ４において、気
送搬送物２３が搬送物投入口３１から投入されるが、コ
ントローラ４２はステップＳＴ５において確実に投入さ
れたか否かをフオトセンサ３５から出力される投入検知
信号ＳＩを監視して検知する。
【００６６】この後、コントローラ４２は、ステップＳ
Ｔ６において、搬送物投入口３１が完全に閉止されたか
否かを、図２に示すマイクロスイッチ３４ｂから出力さ
れる接点信号ＭＳにより検知する。
【００６７】搬送物投入口３１が完全に閉止されたこと
を確認したら、コントローラ４２は、高風量運転を開始
すべくインバータ３７に排風機１９が高速運転すること
を指示する制御信号Ｓ１を出力して、排風機１９の高風

量運転を開始させる。
【００６８】これにより、搬送物投入口３１に投入され
た気送搬送物３２は、送信側クリーンルーム１０から気
送管３０の中を気送により搬送されてサクションポート
３０ｂまで搬送され、この後は、気送管３０の垂直部３
０ａで気送搬送物２３が落下して速度減速部３０ｄを経
て搬送物取出口３８に緩やかに到着する。
【００６９】気送搬送物２３がこの搬送物取出口３８に
到着したか否かは、ステップＳＴ８において、搬送物取
出口３８の近傍に配設されたフオトセンサ４１により到
達検知信号ＳＯとして検知され、この到達検知信号ＳＯ
は、コントローラ４２により検知される。
【００７０】気送搬送物２３の到着が到達検知信号ＳＯ
により確認されると、開口に先だって、コントローラ４
２は、ステップＳＴ９において、低風量運転を開始すべ
くインバータ３７に排風機１９が低速運転することを指
示する制御信号Ｓ２を出力して、排風機１９の低風量運
転を開始させる。
【００７１】排風機１９の低風量運転を開始させた後、
コントローラ４２は、ステップＳＴ１０において、エア
シリンダ４０に取出蓋３９を下降させるための操作信号
ＡＳを出力して搬送物取出口３８を開口させる。
【００７２】この後、ステップＳＴ１１において、気送
搬送物２３を取り出し、コントローラ４２は、エアシリ
ンダ４０に取出蓋３９を上昇させるための操作信号ＡＳ
を出力して、ステップＳＴ１２において、搬送物取出口
３８を閉止させ、この閉止確認の後、ステップＳＴ１３
において、低風量運転を停止させて、一連のシーケンス
制御を終了する。
【００７３】なお、以上の説明では、コントローラ４２
によりあらかじめプログラムされたシーケンスに従って
気送搬送物２３をクリーンルーム間を気送により搬送す
る場合について説明したが、これらの手順は手動により
実行することができることは言うまでもない。
【００７４】
【発明の効果】以上、説明したように、本発明に係るク
リーンルーム間の第１の搬送システムによれば、搬送物
投入口或いは搬送物取出口をそれぞれ開口する前に排風
手段により低風量で吸引するようにしたので、気送管内
はある程度の真空に保たれた状態となり低風速の気送管
内への引き込み空気流のため、これらを開口しても気送
管内にある微粒子は、気送管内から送信側クリーンルー
ム或いは受信側クリーンルームに発塵するのを防止する
ことができる。
【００７５】さらに、搬送物投入口或いは搬送物取出口
の開口に当たっては、低風速で吸引するので、送信側ク
リーンルーム及び受信側クリーンルームのそれぞれの内
部の空気の流れ自体を大きく乱すことがなく、全体とし
てクリーンルーム内の清浄度を良好に維持することがで
きる。
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【００７６】さらに、本発明に係るクリーンルーム間の
第２の搬送システムによれば、気送搬送物を受信する前
の所定範囲で垂下して配設されている気送管の部分に、
気送搬送物を取り出す搬送物取出口に従って内径が漸減
される速度減速部を設けたので、気送搬送物が搬送物取
出口に緩やかに到着させることができ、気送搬送物が速
度減速部に進入した途端に跳ね返えされることを防止し
ながら、気送搬送物の落下速度を安全確実に最大限に減
速させて気送搬送物が衝撃により破損する危険を大幅に
軽減させることができる。
【００７７】また、本発明に係るクリーンルーム間の搬
送方法によれば、低風量運転の際には空気取入口から空
気が取り入れられるので、低風量運転時において気送管
内の真空圧の上昇が抑えられ、搬送物投入口を開口する
際には、開口した瞬間に流れ込む空気流の量を制限する
ことができ、クリーンルーム内の空気流に乱れが生じる
のを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る搬送システムの実施の形態を示す
全体構成図である。
【図２】図１に示す実施の形態における搬送物投入口の
構成を示す構成図である。
【図３】図１に示す実施の形態における排風機の風量風
圧特性を示す特性図である。
【図４】図１に示す実施の形態における速度減速部の変
形例を示す構成図である。
【図５】図１に示す実施の形態における搬送方法を説明
するフローチャート図である。

【図６】従来の搬送システムの構成を示す構成図であ
る。
【図７】図６に示す搬送システムにおける速度減速部の
構成を示す拡大図である。
【図８】図７に示す速度減速部の動作を説明する説明図
である。
【図９】図７に示す速度減速部の特性を説明する特性図
である。
【符号の説明】
１０；送信側クリーンルーム、１１；クリーンルーム、
１２；空調機、１３；隔壁、１５；気送管、１５ｂ：サ
クションポート、１５ｄ；速度減速部、１６；搬送物投
入口、１７；受信側クリーンルーム、１８；空気管、１
９：排風機、２０；排気管、２１；インバータ、２２；
ケーブル、２３；気送搬送物、２４；搬送物取出口、２
５；取出蓋、２６；エアシリンダ、２７；空調機、３
０；気送管、３０ａ；フランジ、３０ｂ；サクションポ
ート、３０ｄ；速度減速部、３０ｅ；速度減速部、３
１；搬送物投入口、３２；回動蓋、３３；空気シリン
ダ、３４ａ；マイクロスイッチ、３４ｂ；マイクロスイ
ッチ、３５；フオトセンサ、３６；空気取入口、３７；
インバータ、３８；搬送物取出口、３８ａ；フランジ、
３９；取出蓋、４０；エアシリンダ、４１；フオトセン
サ、４２；コントローラ、Ｓ１；制御信号、Ｓ２；制御
信号、ＳＩ；投入検知信号、ＳＯ；到達検知信号、Ｍ
Ｏ；接点信号、ＭＳ；接点信号、ＲＳ；操作信号、Ａ
Ｓ；操作信号、ＴＭ；気送要求端。

【図１】 【図３】
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【図２】 【図４】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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